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広島市経済観光局産業振興部商業振興課 
 

  

【募集期間】 

 ２０２４年（令和６年)５月１５日（水）～６月２５日（火）  

（必着） 

「ザ・広島ブランド」 
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広島の特産品で特に優れたものを「ザ・広島ブランド」として認定し、全国に 

向けて PR することで、知名度をより高め、その消費拡大を図るとともに、広島

のイメージを向上させ、地域経済の活性化及び誘客の促進を図ることを目的とす

る制度です。 
 

 
 
 
 

１ 食  品： 野菜、魚介類などの一次産品と加工品に限ります。 

「味わいの一品」 ※ 飲食店等において提供される料理は対象外とします。 

 

２ 工芸品等： 生産過程の一部又は全部が手工業的であるものとします。 

「匠の銘品」  ※ すべて機械生産による特産品であっても、工芸品に類する 

ような優れた芸術的意匠と技巧により製造されたものは 

対象とします。 
 

 

 

申請者は、次の全てを満たすことが必要です。 

 

１ 農業、林業、漁業、製造業を営み、原則として広島市内※に住所（法人その

他団体にあたっては主たる事務所の所在地）を有する事業者 

２ 申請しようとする特産品が、広島市内※で、年間の生産高のおおむね２分の

１以上が生産され、又は、生産過程のうちおおむね２分の１以上の部分もし

くは重要な部分が行われていること。 

３ 販売開始となってから、1 年以上経過している特産品であること。 

４ 他人の知的財産権（意匠権、商標権、著作権、特許権等）を侵害していない

こと。 

５ 特産品の製造及び販売、その他必要な許認可を受けていること。 

６ 申請しようとする特産品が、１事業者につき、３品を超えていないこと。 

 （申請の時点で、既に「ザ・広島ブランド」として認定されている特産品を 

有している場合には、３品から当該認定産品数を差し引いた数の特産品を 

申請することができます。） 

 

※ 上記１、２の条件に該当しない場合であっても、広島市の地域経済活性化 

と観光振興の観点から、「ザ・広島ブランド」として認定することが適当と 

判断する場合があります。 

詳しくは御相談ください。 

Ⅰ 「ザ・広島ブランド」認定制度とは 

Ⅱ 認定対象 

Ⅲ 申請資格 
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１ 申請書の入手 

   「ザ・広島ブランド」ホームページ（右の二次元コード） 
からダウンロードできます。 

（ＵＲＬ：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-brand/） 
 
 ２ 申請期間 

令和６年５月１５日（水）～ 令和６年６月２５日（火）（必着） 
   （ご持参の場合は、土日祝を除く 8：30 ～ 17：15） 
 
 ３ 提出方法 
   提出書類は、以下の区分・提出形態に基づき、紙のものは郵送又は持参によ

りご提出いただき、データのものは電子メールで送付いただくか USB 等に格
納してご持参ください。※データでの提出が困難な場合は事前にご相談ください。  
＜提出書類＞ 

チェック 
欄 

提出書類 
提出形態 

紙 
(郵送か持参) 

データ 
(メールか持参)  

□ 「ザ・広島ブランド」認定申請書  ○ 
□ 特産品の写真データ  ○ 

□ 認定基準に適合する旨を説明する資料 
（商品特長等が示されたパンフレットなど） 

○ 
（どちらの形態でも可） 

□ 

食
品
の
場
合 

食品表示ラベルデータ  ○ 

□ 

食品表示内容に関する保健所での確認結果（様式不問） 
※ 保健所からの食品表示内容に関する確認結果、要改善事

項、対応方針等についてのコメントを、申請者において記
載したものを提出してください。 

※ 保健所において、本確認の対応が困難な場合は、その旨を
記載してください。 

○ 
（どちらの形態でも可） 

□ 
特産品の製造等拠点施設の衛生状態の採点証明  
（申請日前１年以内に、申請特産品の製造拠点施設を所管 

する保健所が発行したもの） 

○ 
（どちらの形態でも可） 

□ 【個人事業者のみ】 
住民票の写し（原本）（発行から 3 か月以内のもの） ○  

□ 
【法人事業者のみ】 

定款、寄附行為その他これに準ずるもの（写し） 
○ 

（どちらの形態でも可） 

□  登記事項証明書又は登記簿謄本（原本） 
（発行から３か月以内で主たる事務所の所在地の記載があるもの） ○  

□ 提出書類チェック表 
○ 

（どちらの形態でも可） 

＜留意事項＞ 
◎ 提出いただいた書類は、原則として返却いたしません。 
◎ 申請書類は、できるだけ簡潔・明瞭にご記入ください。 
◎ 特産品価格や販売額等は、税抜価格でご記入ください。 
◎ 必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。 

Ⅳ 申請方法 
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2 次審査 (満点 1２0 点) の得点が９６点以上の産品を認定品として選定 

※1 次審査の「市民等投票に基づく加点」は含めない。 

１次審査 (上記ⅰ＋ⅱ＝満点 110 点) の得点が 80 点以上の産品を 2 次審査へ 

 

 

次の基本要件を満たしたものを、評価基準に基づき審査を行います。 
 
１ 基本要件 

広島にちなんだ自然、歴史、伝統、文化的背景又は物語性があり、かつ、 
安心安全な品質を備えており、さらに「ザ・広島ブランド」の知名度の向上が 
期待できる。 
 

２ 評価基準（※一部変更となる可能性があります。） 
①  技 術 性：高い技術、伝統的な技術又は先進的な技術を用いている。 
②  独 自 性：容易に模倣できない製法・技法又は他にはない商品特長がある。 
③  訴 求 性：消費者の心を惹きつける強い魅力を有している。 
④  高品質性：味や使い勝手に優れている。 
⑤  意 匠 性：形状や色彩に優れている。 
⑥ 広島らしさ：広島にちなんだ深い物語性があり、広島の原材料や技術を使用している。 

 

 

 

＜審査の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 審 査 

基本要件の審査 

 （基本要件） 
広島にちなんだ自然、歴史、伝統、文化的背景又は物語性があり、かつ、安心安全

な品質を備えており、さらに「ザ・広島ブランド」の知名度の向上が期待できる。 

 

１次審査 
ⅰ 評価基準に基づく点数評価（書類審査：各項目 5 段階評価各 20 点 100 点満点） 

 

 

ⅱ 市民等投票に基づく加点（投票上位１０位までに加点（最大１０点）） 

（評価基準） 

上記「２ 評価基準」参照（※「④高品質性」は１次審査では評価しない。） 

２次審査（最終審査） 
ⅰ 申請事業者によるプレゼンテーション、現物（試食含む）審査 
ⅱ 上記プレゼンテーション等を踏まえた最終審査 

※ １次審査の「評価基準に基づく点数評価」の点数を加点・減点 

 

認定品の決定 

 

Ⅴ 認定基準 
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事務局において、認定対象品であることや、申請資格を有すること、基本要件を

備えていることを確認後、有識者で構成する広島市特産品等ブランド化推進審議会

の委員による審査等を、前記のとおり行います。 

 

＜留意事項＞ 

２次審査においては、申請者は、申請特産品をご持参のうえ、プレゼンテーショ

ンを行っていただきます。特産品が食品の場合には、試食ができるようにご準備く

ださい。 

 

 
 
 

項   目 実 施 時 期 

公募開始 令和６年５月１５日（水） 

公募締切 令和６年６月２５日（火）（必着） 

１次審査（書類審査）  令和６年７月～８月 

１次審査（市民等投票）  令和６年８月１日（木）～２１日（水） 

１次審査結果送付  令和６年９月頃 

２次審査（現物審査・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和６年１０月頃 

２次審査結果送付 令和６年１０月頃 

認定式  令和６年１１月頃 
 
※ 審査日程等については、別途、申請者にお知らせいたします。 

※ スケジュールは変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。 
 

 

 

 

 １  認 定の場合  認定証を交付します。（認定式の際） 

 

２  不認定の場合  審査結果を文書でお知らせします。 

 
 

 

 

ご提出いただいた個人情報等は、広島市個人情報保護条例に基づき適正に管理

し、当該認定審査以外に使用することはありません。 

 

 

Ⅶ スケジュール（予定） 

Ⅷ 審査結果 

Ⅸ 個人・法人情報の保護について 
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申請書のブラッシュアップや商品デザイン等について専門家からの助言を希望
される方は、以下の相談機関にご相談ください。相談は原則無料です。（専門家派
遣等、一部有料制度あり。） 

なお、相談の有無は審査には影響しません。 
 
１ 申請書のブラッシュアップ、経営相談等について（登録専門家への相談） 

（公財）広島市産業振興センター 中小企業支援センター 
広島市西区草津新町一丁目 21 番 35 号（広島ミクシス・ビル２階） 
電話 082―278－8032 

 
２ デザインに関する相談、デザイナー紹介等について 

（公財）広島市産業振興センター 工業技術センター デザイン支援室 
広島市中区千田町三丁目８番２４号（広島市工業技術センター内） 
電話 082―242－4170 
 

 

 

 
１ 広島市が、市の広報紙やホームページへの掲載等により、広くＰＲします。 
 
２ 申請特産品について、「ザ・広島ブランド」認定品であることを称することが

できます。また、特産品パッケージへのプリントやシール貼布など、「ザ・広
島ブランド」ロゴマークの積極的なご使用をお願いします。（使用届の提出が
必要です。）「ザ・広島ブランド」卓上幟旗も貸出しております。販売場所で
の掲出等に積極的にご活用ください。 
 

３ 広島市は、広島内外あるいは全国に向けた、「ザ・広島ブランド」認定品のＰ 
Ｒ・販売促進の機会の提供等を行いますので、積極的にご参加ください。 

（例） 首都圏での展示会への出展、広島市主催行事等の各種イベントへの出
展、広島駅等での展示など 

 
４ 認定の有効期間はありませんが、認定された日から３年を経過した日の属す 

る年度ごとに報告書の提出が必要となります。 
 

 
 

 

広島市役所 経済観光局 産業振興部 商業振興課 
〒730-8586  

広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 広島市役所本庁舎 ５階 
      ＴＥＬ  ０８２－５０４－２３１８ 

（土日祝を除く 8 時 30 分～17 時 15 分） 
ＦＡＸ  ０８２－５０４－２２５９ 

      E メール syogyo@city.hiroshima.lg.jp 

Ⅺ <補足> 認定されたら… 

Ⅻ 申請書提出先・お問い合わせ先 

Ⅹ 相談機関のご案内 

mailto:syogyo@city.hiroshima.lg.jp

